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アフターケアの変更内容をご案内するパンフレットが送付されていない方は、至急、
健康管理手帳の発行を受けた都道府県労働局にお問い合わせ願います。
なお、パンフレットが送付された方であっても、現住所と健康管理手帳に記載して

いる住所とが相違している方は、速やかに健康管理手帳の発行を受けた都道府県労働
局において住所変更手続きを行ってください。

山梨労働局 労働基準部 労災補償課

パンフレットは次のアドレスからダウンロードできますので参考としてください。

◎アフターケア対象者の皆様あてのパンフレット
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/ro udou/gyousei/rousai/070606-2.htm l
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